
市有財産買受に係る確認書 

 
この確認書は、市有財産買受けに伴いご確認いただきたい項目をまとめたものです。 

内容をご確認のうえ確認欄に レ（チェック）をして、ご提出ください。 

 

令和   年   月   日 

名張市長 様 

下記事項について確認しました。 

申請者 住    所  

                  氏名又は名称  

及び代表者名                印 

 

 

確   認   事   項 確認欄 

物 件 

の表示 

所在 名張市西田原 

□ 
地番 ２３４０番１、２３４５番１、２３３９番 

地目 宅地 

地積 実測地積 ２７９１．４６㎡ 

売主の表示 

三重県名張市鴻之台１番町１番地 

名張市 

名張市長 北川 裕之 

□ 

都市計画法 名張市は全域都市計画区域で非線引 □ 

法令等に基

づく制限 

用途地域   無指定  

□ 建ぺい率   ６０  ％ 

容積率   ２００ ％ 

接面道路 
接道方向 道路の種類 道路幅員 

□ 
    東   側 国道・市道    ４．９ ｍ 

供給施設 

及び 

排水施設 

の整備状況 

上 水 道 

・名張市上水道 

・宅地内へ引き込みなしです。 

・詳しくは名張市上下水道部へお問い合わせください。 

□ 

ガ  ス 

・都市ガス 

・宅地内へ引き込みなしです。 

・詳しくは、名張近鉄ガス(株)へお問い合わせください。 

□ 

下 水 道 
・名張市公共下水道 

・詳しくは、名張市上下水道部へお問い合わせください。 
□ 

電   気 ・中部電力(株)へお問い合わせください。 □ 



造成・地質 

・建築時には購入者の方で地質や地盤強度を検討のうえ建築に着手して

ください。 
□ 

・売買契約前（購入検討段階を含む）でも地質調査は可能です。調査を

行う場合は事前にご連絡ください。 

・地質調査にかかる費用は全て買受人の負担となります。 

・売買契約前に地質調査をされる場合、必ず原状回復をお願いします。 

□ 

その他 

・契約予定者に決定した日の翌日から７日以内（土、日、祝日を含む）

に売買契約を締結していただきます。なお、正当な理由無く上記期日

までに契約を締結いただけない場合、申請受付の効力を失うこととな

ります。 

□ 

・売買契約書（案）の内容を事前にご確認ください。 □ 

・売買代金の支払い方法は、土地売買契約の締結日から10日以内（土、 

日、祝日を含む）に全額を納めていただくか、または、土地売買契約

の締結日から10日以内に売買代金の１０％以上の金額を契約保証金と

して納めていただき、残額を６０日以内に納めていただきます。なお、

残額を納めていただく期間内に契約を解除された場合、当該保証金は

返還できません。 

□ 

・売買物件の所有権は、売買代金の完納日をもって移転し、現状有姿の

まま引き渡しを行います。 
□ 

・所有権移転登記手続きは、売買代金完納確認後、名張市が行います。 

その際に要する登記費用（登録免許税等）は買受人の負担となります。 □ 

・売買契約には、使用用途や建築物の制限等の条件を付します。なお、

売買契約条項に違反したときなどは、契約の解除、違約金（売買代金

の２０％）の徴収などの措置をとらせていただく場合もあります。 

□ 

・売買物件は現状有姿での引渡しとなりますので、お申し込みいただく

際は、事前に現地を十分にご確認ください。 
□ 

・売買金額及び購入者(市内外、個人法人の別のみ)は、必要に応じて公

表させていただきますので予めご了承ください。 
□ 

特記事項 

 

・境界確定済みであり、地積は実測で２７９１．４６㎡です。  

・敷地内に一部フェンスを含めた現状有姿での引き渡しとなります。  

・敷地内の残地動産や工作物の撤去、ごみ等の撤去、埋設物の撤去、

占有者の立ち退きなどがある場 合はすべて買受人の責任において

行ってください。  

・土地利用を行う際は、土地利用計画及び工事車両の通行について、

西田原区及び近隣住民を対象と した事前説明会を実施するように

努めてください。  

・土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた

場合は、すべて買受人において 行っていただきます。  

・農地法第３条又は第５条に基づく農地の取得の手続きが必要な土地

が含まれています（手続きに係る費用は購入者の負担となります）。 
 

□ 

 


